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(57)【要約】
【課題】放射線検出パネルの外周部に配置された機能素
子に対する電源部からのノイズの影響を抑制する。
【解決手段】電源部５４は、平面視における放射線検出
パネル２６の中心部に配置されているので、放射線検出
パネル２６の外周部に配置された制御部７０、通信部５
２及びＡ／Ｄ変換器４８Ａ等の機能素子と電源部５４と
の距離が稼げる。電源部５４からのノイズの影響は、距
離が離れるほど軽微になるので、これらの機能素子に対
する電源部５４からのノイズの影響を抑制することがで
きる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を検出する放射線検出パネルと、
　前記放射線検出パネルの外周部に配置され、所定の機能を有する複数の機能素子と、
　平面視における前記放射線検出パネルの中心部であって前記放射線検出パネルの裏面に
配置され、前記放射線検出パネルを含む構成部の少なくとも一部へ電力を供給する電源部
と、
　を備えた放射線撮影装置。
【請求項２】
　前記電源部を間に挟んで配置され、前記電源部によって供給される電力を蓄電する複数
の蓄電部を備えた請求項１に記載の放射線撮影装置。
【請求項３】
　前記放射線パネルと前記機能素子と前記電源部とを収容する筐体と、
　一端部及び他端部が前記筐体に取り付けられた把持部と、
　を備え、
　前記複数の蓄電部のうち、一方が前記把持部の前記一端部側に配置され、他方が前記把
持部の前記他端部側に配置されている請求項２に記載の放射線撮影装置。
【請求項４】
　前記蓄電部及び前記電源部は、同一平面上に配置されている請求項１～３のいずれか１
項に記載の放射線撮影装置。
【請求項５】
　前記放射線検出パネルは、平面視にて外縁に４辺を有する四辺形状に形成され、
　前記機能素子は、前記放射線検出パネルの４辺のそれぞれに沿って配置されている請求
項１～４のいずれか１項に記載の放射線撮影装置。
【請求項６】
　前記機能素子は、画像情報を担持した電気信号を変換するＡ／Ｄ変換器、又は前記放射
線検出パネルを制御する制御部、又は放射線画像を表示可能な表示装置との間で無線通信
によりデータの送受信を行うための通信部である請求項１～５のいずれか１項に記載の放
射線撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線画像を撮影する放射線撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放射線撮影装置は、微小な信号を検出して放射線画像を形成するため、ノイズの影響を
最小限にする必要がある。ノイズは、放射線撮影装置自身の電源部のＤＣ－ＤＣコンバー
タに由来のものも無視できず、特許文献１のように、信号を検出するタイミングにおいて
ＤＣ－ＤＣコンバータを停止し、ノイズを源から絶つというものがある。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１の構成では、安定して動作させるために、ＤＣ－ＤＣコンバ
ータの出力部に電圧保持機構が不可欠となり、部品点数の増加により小型化・軽量化の妨
げになる。
【０００４】
　また、撮影画像の出力高速化のニーズもあり、出力手段（ゲート回路）を２セット配置
する構成が特許文献２に開示されている。放射線検出パネルの外縁をなす辺の一つに沿っ
て、複数のゲート回路を配置するのは困難であり、対向する対辺など複数の辺に分散させ
る必要がある。また、そのほかの回路などを考慮すると、放射線検出パネルの外周部に、
放射線検出パネルの外縁をなす４辺に沿って種々の機能素子が分散して配置される。
【０００５】
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　このように、放射線検出パネルの外縁をなす４辺に沿って機能素子が配置される構成に
おいては、それぞれの機能素子に対するノイズのケアが必要となる。
【特許文献１】特開２００２－３４１０４３号公報
【特許文献２】特開２００７－１０４２１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記事実を考慮し、放射線検出パネルの外周部に配置された機能素子に対す
る電源部からのノイズの影響を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の請求項１に係る放射線撮影装置は、放射線を検出する放射線検出パネルと、前
記放射線検出パネルの外周部に配置され、所定の機能を有する複数の機能素子と、平面視
における前記放射線検出パネルの中心部であって前記放射線検出パネルの裏面に配置され
、前記放射線検出パネルを含む構成部の少なくとも一部へ電力を供給する電源部と、を備
えている。
【０００８】
　この構成によれば、電源部は、平面視における放射線検出パネルの中心部に配置されて
いるので、放射線検出パネルの外周部に配置された複数の機能素子と電源部との距離が稼
げる。電源部からのノイズの影響は、距離が離れるほど軽微になるので、機能素子に対す
る電源部からのノイズの影響を抑制することができる。
【０００９】
　本発明の請求項２に係る放射線撮影装置は、請求項１の構成において、前記電源部を間
に挟んで配置され、前記電源部によって供給される電力を蓄電する複数の蓄電部を備えて
いる。
【００１０】
　この構成によれば、複数の蓄電部が電源部を間に挟んで配置されるので、電源部の周囲
がデッドスペースとならず、装置の省スペース化が図れる。また、蓄電部が対称に配置さ
れ、装置の重量バランスが良くなるので、放射線撮影装置を持ち運ぶ際に、持ち運びやす
くなる。
【００１１】
　本発明の請求項３に係る放射線撮影装置は、請求項２の構成において、前記放射線パネ
ルと前記機能素子と前記電源部とを収容する筐体と、一端部及び他端部が前記筐体に取り
付けられた把持部と、を備え、前記複数の蓄電部のうち、一方が前記把持部の前記一端部
側に配置され、他方が前記把持部の前記他端部側に配置されている。
【００１２】
　この構成によれば、把持部の取付端部側のそれぞれに、蓄電部が配置されるので、装置
の重量バランスが良くなり、放射線撮影装置を持ち運ぶ際に持ち運びやすくなる。
【００１３】
　本発明の請求項４に係る放射線撮影装置は、請求項１～３のいずれか１項の構成におい
て、前記蓄電部及び前記電源部は、同一平面上に配置されている。
【００１４】
　この構成によれば、蓄電部及び電源部が同一平面上に配置されているので、電源部の同
一平面上がデッドスペースとならず、装置の省スペース化が図れる。また、装置の重量バ
ランスが良くなるので、放射線撮影装置を持ち運ぶ際に、持ち運びやすくなる。
【００１５】
　本発明の請求項５に係る放射線撮影装置は、請求項１～４のいずれか１項の構成におい
て、前記放射線検出パネルは、平面視にて外縁に４辺を有する四辺形状に形成され、前記
機能素子は、前記放射線検出パネルの４辺のそれぞれに沿って配置されている。
【００１６】
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　この構成のように、機能素子が放射線検出パネルの４辺のそれぞれに沿って配置される
場合であっても、電源部は放射線検出パネルの中心部に配置されているため、複数の機能
素子と電源部との距離が稼げ、機能素子に対する電源部からのノイズの影響を抑制するこ
とができる。
【００１７】
　本発明の請求項６に係る放射線撮影装置は、請求項１～５のいずれか１項の構成におい
て、前記機能素子は、画像情報を担持した電気信号を変換するＡ／Ｄ変換器、又は前記放
射線検出パネルを制御する制御部、又は放射線画像を表示可能な表示装置との間で無線通
信によりデータの送受信を行うための通信部である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、上記構成としたので、放射線検出パネルの外周部に配置された機能素子に対
する電源部からのノイズの影響を抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に、本発明に係る実施形態の一例を図面に基づき説明する。
（本実施形態に係る電子カセッテの構成）
まず、本実施形態に係る電子カセッテの構成を説明する。図１は、放射線画像撮影時にお
ける電子カセッテの配置を示す概略図である。図２は、電子カセッテの内部構造を示す概
略斜視図である。図３は、電子カセッテ１２の概略構成を模式的に示すブロック図である
。なお、図３は、各部の機能を説明するための図面であり、必ずしも各部が配置された位
置を示すものではない。
【００２０】
　本実施形態に係る電子カセッテ１２は、可搬性を有し、被写体を透過した放射線源から
の放射線を検出し、その検出した放射線により表わされる放射線画像の画像情報を生成し
、その生成した画像情報を記憶可能なものであり、具体的には以下に示すように構成され
ている。
【００２１】
　なお、放射線撮影装置としては、電子カセッテ１２に限られるものではなく、例えば、
可搬性を有さない定置型の放射線撮影装置や、生成した画像情報を記憶しない放射線撮影
装置であっても良い。
【００２２】
　図１に示すように、電子カセッテ１２は、放射線画像の撮影時において、放射線を発生
させる放射線源としての放射線発生部１４と間隔を空けて配置される。このときの放射線
発生部１４と電子カセッテ１２との間は、被写体１６が位置するための撮影位置とされて
おり、放射線画像の撮影が指示されると、放射線発生部１４は予め与えられた撮影条件等
に応じた放射線量の放射線を射出する。放射線発生部１４から射出された放射線は、撮影
位置に位置している被写体１６を透過することで画像情報を担持した後に電子カセッテ１
２に照射される。
【００２３】
　図２に示すように、電子カセッテ１２は、放射線Ｘを透過させる材料から成り、所定の
厚みを有する平板状の筐体２０を備えている。筐体２０内には、筐体２０のうち放射線Ｘ
が照射される照射面２２側から順に、被写体１６を透過することに伴って生ずる放射線Ｘ
の散乱線を除去するグリッド２４、被写体１６を透過した放射線発生部１４からの放射線
を検出する放射線検出器の一例としての放射線検出パネル２６、及び放射線Ｘのバック散
乱線を吸収する鉛板２８が収容されている。
【００２４】
　電子カセッテ１２の放射線検出パネル２６は、図３に示すＴＦＴアクティブマトリクス
基板３２上に、放射線を吸収して電荷に変換する光電変換層が積層されて構成されている
。光電変換層は例えばセレンを主成分（例えば含有率５０％以上）とする非晶質のａ－Ｓ
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ｅ（アモルファスセレン）から成り、放射線が照射されると、照射された放射線量に応じ
た電荷量の電荷（電子－正孔の対）を内部で発生することで、照射された放射線を電荷へ
変換する。
【００２５】
　なお、放射線検出パネル２６は、アモルファスセレンのような放射線Ｘを直接的に電荷
に変換するＸ線－電荷変換材料の代わりに、蛍光体材料と光電変換素子（フォトダイオー
ド）を用いて間接的に電荷に変換しても良い。蛍光体材料としては、ガドリニウム硫酸化
物（ＧＯＳ）やヨウ化セシウム（ＣｓＩ）が良く知られている。この場合、蛍光材料によ
ってＸ線－光変換を行い、光電変換素子のフォトダイオードによって光－電荷変換を行な
う。
【００２６】
　また、ＴＦＴアクティブマトリクス基板３２上には、光電変換層で発生された電荷を蓄
積する蓄積容量３４と、蓄積容量３４に蓄積された電荷を読み出すためのＴＦＴ３６とを
備えた画素部４０（図３では個々の画素部４０に対応する光電変換層を光電変換部３８と
して模式的に示している）がマトリクス状に多数個配置されており、電子カセッテ１２へ
の放射線の照射に伴って光電変換層で発生された電荷は、個々の画素部４０の蓄積容量３
４に蓄積される。これにより、被写体を透過して電子カセッテ１２に照射された放射線に
より表される放射線画像は、電荷による画像情報へ変換されて放射線検出パネル２６に保
持される。
【００２７】
　また、ＴＦＴアクティブマトリクス基板３２には、一定方向（行方向）に延設され個々
の画素部４０のＴＦＴ３６をオンオフさせるための複数本のゲート配線４２と、ゲート配
線４２と直交する方向（列方向）に延設されオンされたＴＦＴ３６を介して蓄積容量３４
から蓄積電荷を読み出すための複数本のデータ配線４４とが設けられている。個々のゲー
ト配線４２はゲート線ドライバ４６に接続されており、個々のデータ配線４４は信号処理
部４８に接続されている。
【００２８】
　個々の画素部４０の蓄積容量３４に電荷が蓄積されると、個々の画素部４０のＴＦＴ３
６は、ゲート線ドライバ４６からゲート配線４２を介して供給される信号により行単位で
順にオンされ、ＴＦＴ３６がオンされた画素部４０の蓄積容量３４に蓄積されている電荷
は、電荷信号としてデータ配線４４を伝送されて信号処理部４８に入力される。従って、
個々の画素部４０の蓄積容量３４に蓄積されている電荷は行単位で順に読み出される。
【００２９】
　信号処理部４８は、個々のデータ配線４４毎に設けられた増幅器及びサンプルホールド
回路を備えており、個々のデータ配線４４を伝送された電荷信号は増幅器で増幅された後
にサンプルホールド回路に保持される。また、サンプルホールド回路の出力側には、マル
チプレクサと、画像情報を担持した電気信号を変換する電気信号変換部の一例としてのＡ
／Ｄ変換器４８Ａとが、順に接続されている。個々のサンプルホールド回路に保持された
電荷信号は、マルチプレクサに順に（シリアルに）入力され、Ａ／Ｄ変換器４８Ａによっ
て、アナログ電気信号がデジタル電気信号に変換される。信号処理部４８には画像メモリ
５０が接続されており、信号処理部４８のＡ／Ｄ変換器４８Ａから出力された画像情報は
画像メモリ５０に順に記憶される。画像メモリ５０は複数フレーム分の画像情報を記憶可
能な記憶容量を有しており、放射線画像の撮影が行われる毎に、撮影によって得られた画
像情報が画像メモリ５０に順次記憶される。
【００３０】
　また、電子カセッテ１２は、放射線画像を表示可能な表示装置（図示省略）との間で無
線通信によりデータの送受信を行うための通信部５２と、放射線検出パネル２６を制御す
る制御部の一例としての装置全体の動作を制御する制御部７０と、を備えている。
【００３１】
　なお、表示装置は、入力手段としてのキーボードやマウス、表示手段としてのディスプ
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レイ、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を含むＰＣ（パーソナルコンピュータ）で構成されてい
る。また、電子カセッテ１２との間で無線通信によりデータの送受信を行うための通信部
を備えている。
【００３２】
　制御部７０は、電子カセッテ１２全体の制御を司るＣＰＵ、各種の処理プログラムを記
憶した記憶媒体としてのＲＯＭ、ワークエリアとしてデータを一時格納するＲＡＭ、各種
情報が記憶された記憶手段としてのメモリを含んだマイクロコンピュータ等で構成されて
いる。
【００３３】
　なお、制御部としては、装置全体の動作を制御するものに限られず、装置の構成部の一
部の動作を制御するものであっても良い。
【００３４】
　また、電子カセッテ１２は、放射線検出パネル２６を含む構成部の少なくとも一部へ電
力を供給する電源部として、電子カセッテ１２を動作させるために各種回路・素子の構成
部へ電力を供給する電源部５４を備えている。
【００３５】
　また、電子カセッテ１２は、電子カセッテ１２の可搬性を損なわないように、電源部５
４によって供給される電力を蓄電する蓄電部としてのバッテリ（充電可能な二次電池）５
６を備えている。
【００３６】
　電源部５４によって供給される電力を蓄電する蓄電部としては、充電可能な二次電池に
限られず、ニッケル水素・リチウムイオン・鉛蓄電池・キャパシタなどを用いても良い。
キャパシタを用いた場合は、二次電池に比較して充電速度を速くすることができる。
【００３７】
　また、燃料電池を用いた場合、例えば、電子カセッテ１２及びその充電器であるクレー
ドルを、電子カセッテ１２がクレードルに装着された際に、密閉性を保持しつつ、クレー
ドル１４から水素、アルコール、又はアンモニアが溶け込んだ水を電子カセッテ１２の燃
料電池に供給可能な構造にとすると共に、燃料電池で生じた廃液を回収する廃液回収容器
を電子カセッテ１２の筐体２０に着脱自在に設けるようにしても良い。
【００３８】
　電源部５４は、バッテリ５６に接続されており、バッテリ５６からの電力を整流、変圧
して各種回路・素子へ電力を供給するようになっている。
【００３９】
　具体的には、電源部５４は、入力電力から必要とされる出力電力を生成する電源回路と
して、ＤＣ－ＤＣコンバータを有しており、ＤＣ－ＤＣコンバータによって、バッテリ５
６からの直流電流を、所望の電圧に変圧して各種回路・素子へ供給する。
【００４０】
　ＤＣ－ＤＣコンバータは、具体的には、スイッチングレギュレータ方式であり、例えば
、数１００ｋＨｚ～数ＭＨｚの周波数で電源のＯＮ／ＯＦＦを繰り返す（スイッチングす
る）ことにより、急激に電流が変化して、ｄｉ／ｄｔ（電流の時間変化量）に比例したス
パイクノイズが発生する。このように、電源部５４は、ノイズを発生されるノイズ源とな
る。
【００４１】
　（電子カセッテ１２における各構成部の配置位置）
次に、電子カセッテ１２における各構成部の配置位置について説明する。
【００４２】
　図４（Ａ）は、各構成部の配置位置を示すための電子カセッテの概略平面図であり、図
４（Ｂ）は、各構成部の配置位置を示すための電子カセッテの概略側面図である。図５は
、図４から放射線検出パネル２６を省いた電子カセッテの概略平面図である。図６は、バ
ッテリ５６の配置を替えた変形例を示す電子カセッテの概略平面図である。
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【００４３】
　電子カセッテ１２の筐体２０は、図４（Ａ）に示すように、平面視にて（放射線が照射
される照射面側から見て）外縁に４辺（４本の直線）２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄを
有する形状、具体的には、四辺形状（四角形状）をしている。より具体的には、電子カセ
ッテ１２の筐体２０は、長方形状をしている。なお、電子カセッテ１２は、角が丸くなっ
た形状をしていても良い。
【００４４】
　また、放射線を検出する放射線検出パネル（検出領域）２６も電子カセッテ１２の形状
と同様とされており、平面視にて外縁に４辺（４本の直線）２６Ａ、２６Ｂ、２６Ｃ、２
６Ｄを有する形状、具体的には、四辺形状（四角形状）をしている。より具体的には、電
子カセッテ１２の筐体２０は、長方形状をしている。
【００４５】
　放射線検出パネル２６は、長方形状をなす電子カセッテ１２の長辺２１Ｂ、２１Ｄに沿
って長辺２６Ｂ、２６Ｄが配置されている。なお、放射線検出パネル２６は、長方形状を
なす電子カセッテ１２の長辺２１Ｂ、２１Ｄに沿って短辺２６Ａ、２６Ｃが配置されてい
ても良い。
【００４６】
　筐体２０内には、放射線検出パネル２６の周囲四方側から囲むように、放射線検出パネ
ル２６の外周部に４辺（４本の直線）２６Ａ、２６Ｂ、２６Ｃ、２６Ｄに沿って、信号処
理部４８のＡ／Ｄ変換器４８Ａが配置されている。
【００４７】
　なお、Ａ／Ｄ変換器４８Ａは、４辺２６Ａ、２６Ｂ、２６Ｃ、２６Ｄのうち少なくとも
１辺に沿って配置されていれば良い。また、Ａ／Ｄ変換器４８Ａは、４辺２６Ａ、２６Ｂ
、２６Ｃ、２６Ｄのうち２辺に沿って配置される場合には、対向する２辺（例えば、辺２
６Ａ、辺２６Ｃ）に沿って配置される構成であっても良く、また、隣接する２辺（例えば
、辺２６Ａ、辺２６Ｂ）に沿って配置される構成であってもよい。
【００４８】
　また、電子カセッテ１２の筐体２０には、電子カセッテ１２を取り扱う者が把持可能な
把持部の一例として、電子カセッテ１２を持ち運ぶための取っ手１３が設けられている。
この取っ手１３は、その一端部１３Ａ及び他端部１３Ｂが筐体２０の辺２１Ｂに取り付け
られており、筐体２０の辺２１Ｂの長さ方向中央部に配置されている。
【００４９】
　また、取っ手１３は、Ｕ字型形状とされている。なお、把持部としては、Ｔ字型の形状
、コの字の型形状、丸型等の穴開き形状等であってもよく、把持部として機能する形状で
あればよい。また、複数の取っ手１３が設けられている構成であってもよい。
【００５０】
　また、把持部としては、非貫通とされた構成、すなわち、手（指等の手の一部）を差し
込む空間を有さない構成であってもよく、例えば、手（指等の手の一部）を引っ掛けるた
めの凹部が形成された把持部や把持可能な凸部が形成された把持部などであっても良い。
【００５１】
　放射線検出パネル２６の外周部には、制御部７０及び通信部５２が配置されている。具
体的には、制御部７０及び通信部５２は、取っ手１３が配置された辺２１Ｂと、辺２６Ｂ
に配置されたＡ／Ｄ変換器４８Ａとの間、すなわち、筐体２０内のＡ／Ｄ変換器４８Ａよ
りも外側の位置に配置されている。
【００５２】
　制御部７０は、辺２１Ｃ側であって取っ手１３の筐体２０への取付端部１３Ａ側に配置
され、通信部５２は、辺２１Ａ側であって取っ手１３の筐体２０への取付端部１３Ｂ側に
配置されている。
【００５３】
　この制御部７０、通信部５２及び上記のＡ／Ｄ変換器４８Ａが、ノイズの影響を抑制す



(8) JP 2010-14877 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

る必要がある機能素子である。なお、ノイズの影響を抑制する対象となる機能素子は、制
御部７０、通信部５２及びＡ／Ｄ変換器４８Ａに限られるものではなく、所定の機能を有
すると共にその機能がノイズによって低下するものであれば良い。
【００５４】
　ノイズ源となる電源部５４は、筐体２０内であって、図４（Ｂ）に示すように、放射線
検出パネル２６の裏面側に配置されている。放射線検出パネル２６の裏面とは、放射線が
照射される照射面２２（図２参照）とは反対側の反対面をいう。
【００５５】
　また、電源部５４は、図４（Ａ）及び図５に示すように、平面視における放射線検出パ
ネル２６の中心部に配置されている。
【００５６】
　ここで、中心部に配置されるとは、対向する辺２６Ａ及び辺２６Ｃまでの距離（最短距
離）が同一であって、対向する辺２６Ｂ及び辺２６Ｄまでの距離（最短距離）同一である
点（長方形状の放射線検出パネル２６の２つ対角線の交点）を中心Ｃとし、この中心Ｃが
少なくとも電源部５４の領域に納まるように、電源部５４が配置される場合をいう。
【００５７】
　また、電源部５４は、その外形が少なくとも放射線検出パネル２６よりも小さい。また
、各辺２６Ａ、２６Ｂ、２６Ｃ、２６Ｄから電源部５４の外縁までの最短距離と、その外
縁から中心Ｃまでの距離とを比べた場合に、各辺２６Ａ、２６Ｂ、２６Ｃ、２６Ｄから電
源部５４の外縁までの最短距離が長いことが望ましい。
【００５８】
　また、バッテリ５６は、バッテリ５６Ａ、５６Ｂを備えて構成されている。バッテリ５
６Ａ、５６Ｂは、図４（Ｂ）及び図５に示すように、電源部５４を間に挟んで両側に配置
されている。一方のバッテリ５６Ａは、辺２１Ａ側に配置される。具体的には、一方のバ
ッテリ５６Ａは、通信部５２がある側であって、取っ手１３の筐体２０への取付端部１３
Ｂ側に配置されている。
【００５９】
　他方のバッテリ５６Ｂは、辺２１Ｃ側に配置されている。具体的には、他方のバッテリ
５６Ｂは、制御部７０がある側であって、取っ手１３の筐体２０への取付端部１３Ａ側に
配置されている。
【００６０】
　バッテリ５６Ａ、５６Ｂは、図４（Ｂ）に示すように、側面視にて放射線検出パネル２
６の裏面に沿って配置されている。バッテリ５６Ａ、５６Ｂ及び電源部５４は、同一平面
上に配置されている。
【００６１】
　なお、バッテリ５６Ａ、５６Ｂは、同一電圧であってもよく、また異なる電圧であって
もよい。バッテリ５６Ａ、５６Ｂが異なる電圧の場合は、ＤＣ－ＤＣコンバータを単純化
でき、ノイズ抑制につながる。
【００６２】
　また、バッテリ５６Ａ、５６Ｂが電源部５４を間に挟んで両側に配置される構成として
は、図６に示すように、一方のバッテリ５６Ａが、辺２１Ｂ側に配置され、他方のバッテ
リ５６Ｂは、辺２１Ｄ側に配置される構成であってもよい。具体的には、一方のバッテリ
５６Ａは、通信部５２、制御部７０及び取っ手１３がある側に配置され、他方のバッテリ
５６Ｂは、その反対側に配置されている。
【００６３】
　また、蓄電部として燃料電池を用いる場合には、燃料電池及びその付帯装置（燃料ポン
プ・廃液処理部など）を放射線検出パネル２６の中心部に配置し、燃料電池を間に挟む両
側に燃料タンクを配置する構成とするのが望ましい。
【００６４】
　また、廃液タンクをさらに備える構成においては、廃液タンクの配置位置は、放射線検
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【００６５】
　（本実施形態に係る電子カセッテ１２の作用）
次に、本実施形態に係る電子カセッテ１２の作用を説明する。
【００６６】
　本実施形態に係る電子カセッテ１２では、図４（Ａ）及び図５に示すように、電源部５
４は、平面視における放射線検出パネル２６の中心部に配置されているので、放射線検出
パネル２６の外周部に配置された制御部７０、通信部５２及びＡ／Ｄ変換器４８Ａ等の機
能素子と電源部５４との距離が稼げる。電源部５４からのノイズの影響は、距離が離れる
ほど軽微になるので、これらの機能素子に対する電源部５４からのノイズの影響を抑制す
ることができる。
【００６７】
　また、取っ手１３を把持して電子カセッテ１２を持った場合には、電源部５４は、取っ
手１３の下方位置に位置する。また、バッテリ５６Ａ及び通信部５２は、取っ手１３の取
付端部１３Ｂの下方位置に位置する。また、バッテリ５６Ｂ及び制御部７０は、取っ手１
３の取付端部１３Ａの下方位置に位置する。さらに、バッテリ５６Ａ、５６Ｂ及び電源部
５４は、同一平面上に配置されている。
【００６８】
　このため、取っ手１３により電子カセッテ１２を持った場合における装置の重量バラン
スが良くなるので、電子カセッテ１２を持ち運ぶ際に、持ち運びやすくなる。
【００６９】
　また、バッテリ５６Ａ、５６Ｂは、電源部５４を間に挟んで配置されると共に、バッテ
リ５６Ａ、５６Ｂ及び電源部５４は、同一平面上に配置されている。
【００７０】
　このため、電源部５４の周囲がデッドスペースとならず、装置の省スペース化が図れる
。本発明は、上記の実施形態に限るものではなく、種々の変形、変更、改良が可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】図１は、放射線画像撮影時における電子カセッテの配置を示す概略図である。
【図２】図２は、電子カセッテの内部構造を示す概略斜視図である。
【図３】図３は、電子カセッテの概略構成を模式的に示すブロック図である。
【図４】図４（Ａ）は、各構成部の配置位置を示すための電子カセッテの概略平面図であ
り、図４（Ｂ）は、各構成部の配置位置を示すための電子カセッテの概略側面図である。
【図５】図５は、図４から放射線検出パネルを省いた電子カセッテの概略平面図である。
【図６】図６は、バッテリの配置を替えた変形例を示す電子カセッテの概略平面図である
。
【符号の説明】
【００７２】
１２   電子カセッテ（放射線撮影装置）
１３   取っ手（把持部）
２０   筐体
２６   放射線検出パネル
４８Ａ Ａ／Ｄ変換器（機能素子）
５２   通信部（機能素子）
５４   電源部
５６   バッテリ（蓄電部）
７０   制御部（機能素子）
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